
こ こ にも 、 一つの物語。

広報かわねほんちょ う 1 61 7

毎月１ 回地元に古く から 伝わる 民話を「 語り 」 紹介し ま す。 是非聞き にき てく ださ い。

１． 開催日時　 令和５ 年２ 月１ 9日（ 第三日曜日）　 １ 回目 11： 00～／２ 回目 13： 30～

２． 開催場所　 フ ォ ーレ なかかわね茶茗舘

３． 語 り 手　 西村かつ子・ 澤井初美・ 勝川邦子

　 　 　 　 　 　 （ 語り 手は都合により 変更する 場合があり ます。）

中川根語り 部の会「 話楽座」（ 事務局／薗田はる ☎（ 5 6）0 3 74）

☆コロ ナの終息を願っています。
感染状況によっては、 中止する 場合が有り ます。
ご迷惑をお掛け致しますが宜しく お願い致します。

確定申告・住民税申告のお知らせ

令和 年分確定申告・住民税申告4  申告期間は２月 日（ 木）～３月 日（ 水）16 15

申告に必要な持ち物申告に必要な持ち物

来場さ れる方

へのお願い

来場さ れる方

へのお願い

◆感染防止の３つの基本「 身体的距離の確保」「 マスクの着用」「 手洗い」の徹底をお願いします。　 ◆検温の

お願い※当日37 .5度以上の熱がある方は、当日の受付はお断りさせていただきます。　 ◆申告会場（ ロビ

ー）に入場できる人数を制限させていただきます。※受付が終わりましたら、申告時間まではロビーまたはお

車などでお待ちいただきます。　 ◆混雑緩和のため、できるかぎり申告される方のみの来庁をお願いします。

◆一人への対応時間を短縮するため、営業・ 農業がある方は「 収支内訳書」（ 収入と経費をまとめたもの）医療

費控除を受ける方は「 医療費控除の明細書」など、必ず資料をまとめる又は事前に作成してお越しく ださい。

相談時間：午前９時～正午 午後１時～３時/

※ 筆記用具、電卓の用意をお願いします。

各地区の相談日各地区の相談日
役場職員が
申告相談を行います。

【 問】税務住民課税務室

　 　 ☎（ 5 6 ）2 2 2 3

□印鑑（ 認め印）　 　 □源泉徴収票（ 給与所得者・ 年金受給者）　 　 □収支内訳書（ 農業・ 営業・ 不動産所得等のある方）

□報酬等の支払調書、個人年金や保険の満期受取金等の支払証明書

□生命保険や地震保険料（ 旧長期損害保険料）の支払証明書　 　 □障害者手帳（ 保持し ている場合）

□医療費控除の明細書（ 医療費の支払額・ 保険金などで補てんさ れる金額を記載し たも の）

□本人名義の通帳（ 還付の方のみ）　 　 □昨年分までの確定申告書などの控え

□本人確認書類（ マイナンバーカード 又は通知カード と 身元確認書類など）

□利用者識別番号（ 確定申告のお知らせハガキ、通知書）

※午前中は対象地区を優先し て相談を行いますが、

　 午後受付であれば、対象地区以外の方も 相談を行います。

3 /5 (日) 総合支所窓口業務室 9： 0 0 ～1 5： 0 0

3 /1 2 (日) 本庁税務住民課 9： 0 0 ～1 5： 0 0

マイナンバーカード受取り 、申請受付日

【 ２ 月の相談会場】 【 ３月の相談会場】
実施日  曜日　 　   会　 　 場　 　 　   対　 象　 地　 区

1 6 日 木 下長尾・ 田野口

1 7 日 金 久野脇・ 壱町河内
1 8 日 土

2 3 日 木 天皇誕生日

1 9 日 日

2 5 日 土

2 6 日 日

山村開発センタ ー

２ 階　 大会議室

2 4 日 金
接岨・ 大間・ 奥泉・

大谷・ 沢間・ 桑野山
北部地域振興セン タ ー

(総合支所）２ 階会議室

2 7 日 月
小長井・ 前山・

田代・ 柳三

北部地域振興セン タ ー

(総合支所）２ 階会議室

2 0 日 月 高郷・ 久保尾

2 1 日 火 上長尾・ 瀬平

2 2 日 水

2 8 日 火

徳山

山村開発センタ ー

２ 階　 大会議室

実施日  曜日　 　   会　 　 場　 　 　 　 　 対　 象　 地　 区

1 日 水 寺馬・ 千頭・ 洗富小幡

2 日 木

3 日 金

平栗・ 上岸・ 崎平・ 青部・ 坂京

全地区対象
※島田税務署職員対応1 0 :0 0 ～ 

4 日 土

1 1 日 土

北部地域振興セン タ ー

(総合支所）２ 階会議室

6 日 月 地名・ 下泉

5 日 日 全地区対象【 午前のみ】

7 日 火 藤川・ 八中　

8 日 水 水川・ 梅高

9 日 木 徳山

山村開発センタ ー

２ 階　 大会議室

山村開発センタ ー

２ 階　 大会議室

山村開発センタ ー
２ 階　 大会議室

北部地域振興セン タ ー
(総合支所）２ 階会議室

1 0 日 金 全地区対象北部地域振興セン タ ー
(総合支所）２ 階会議室

1 2 日 日 全地区対象【 午前のみ】

1 3 日 月 全地区対象

1 4 日 火 全地区対象

1 5 日 水 全地区対象

※３月３日は島田税務署職員も対応します、ご自分の該当地区でなく ても

　 消費税申告、譲渡所得(土地、株式)等の相談はこの機会をご利用く ださい。

※３月３日は島田税務署職員も対応します、ご自分の該当地区でなく ても

　 消費税申告、譲渡所得(土地、株式)等の相談はこの機会をご利用く ださい。

確定申告・住民税申告が必要か確認してみましょう

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請し た人はご注意く ださ い!

　 こ の申告は、 令和 5 年度の町・ 県民税（ 個人住民税） を 算定する ための基礎資料と なり ま す。 ま た、 町・

県民税の申告は、 所得証明書を 発行する 場合や、 国民健康保険税・ 後期高齢者医療保険料の算定資料、 国民

年金保険料の免除申請等の各種手続き に必要と なり ま すので 、 下記のフ ロ ーチャ ート を 参考に必要な手続き

をし てく ださ い。

※納め過ぎた所得税の還付を受ける 場合は、 下表に関わら ず確定申告が必要です。

※下記のフ ロ ーチャ ート はあく ま でも 一般的な例です。 確定申告が不要な場合も あり ま す。 

　 確定申告書や町県民税申告書の提出を する 場合は、 ワ ン ス ト ッ プ特例制度は適用さ れま せん。 改めて寄附

金控除を受ける ための申告をする 必要があり ま すので、 ご注意く ださ い。

※申告には寄附金の受領書等が必要になり ま す。

※詳細は町ホームページで確認、 ま たは税務住民課税務室へお問い合わせく ださ い。


